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廿日市市次世代自動車導入促進補助金交付要綱 

令和６年４月１日 

告示第１４３号 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、大気環境の改善、二酸化炭素排出量の削減及び災害

対応力の向上を図るため、電気自動車等の次世代自動車（以下「次世代

自動車」という。）の導入を行う者に対し、予算の範囲内において廿日

市市次世代自動車導入促進補助金（以下「補助金」という。）を交付す

るものとし、その交付に関しては、廿日市市補助金等交付規則（平成５

年規則第１０号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、この

要綱に定めるところによる。 

（補助対象） 

第２条　補助金の交付の対象となる者は、次世代自動車を購入又は使用期

間が４年以上であるリース契約により導入し、次のいずれかに該当する

者とする。 

(1)　本市に住所を有する個人 

(2)　本市に事務所又は事業所を有する法人（国又は地方公共団体を除

く。） 

２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、この

要綱における補助対象としない。 

(1)　市税（延滞金を含む。）の滞納がある者 

(2)　廿日市市暴力団排除条例（平成２４年条例第２号）第２条第２号に

規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団員等である者 

(3)　補助金を法令又は公序良俗に反する行為に利用するおそれがある

と認められる者 

(4)　その他市長が適当でないと認める者 

３　補助対象車両は次の各号に定める要件を全て満たすものとする。 
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(1)　経済産業大臣が定めるクリーンエネルギー自動車導入促進補助金

（以下「国補助金」という。）の交付決定を受けた車両のうち、次条

第１項の表(１)から(５)に該当する車両であること。 

(2)　導入する車両が次条第１項の表(１)から(４)に該当する場合にあ

っては、使用の本拠地が廿日市市内であること。 

(3)　導入する車両が次条第１項の表(５)に該当する場合にあっては、標

識番号が廿日市市であること。 

(4)　過去に国補助金以外の補助金の交付を受けていないこと。 

（補助金の額） 

第３条　補助金の額は、次の表の左欄の分類に応じ、同表右欄に定める額

とする。 

２　補助金の対象となる次世代自動車は、１会計年度につき１世帯又は１

法人当たり５台を限度とする。 

（補助金の交付申請） 

第４条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

廿日市市次世代自動車導入促進補助金交付申請書（別記様式第１号）（以

下「申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなけ

ればならない。 

(1)　申請者が個人の場合にあっては、住民票の写し 

(2)　申請者が法人の場合にあっては、履歴事項全部証明書 

(3)　申請者が法人の場合にあっては、本市に事務所又は事業所を有する

ことを証明する書類。ただし、前号の書類で当該事項が確認できる場

合は、これを省略することができる。 

 分類 補助金の額

 (1)電気自動車 １台につき１０万円

 (2)プラグインハイブリッド

 (3)燃料電池自動車

 (4)超小型モビリティ

 (5)ミニカー １台につき５万円
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(4)　市税等（その延滞金を含む。）の滞納がないことを証明する書類 

(5)　導入する車両が前条第１項の表の(１)から(４)に該当する場合に

あっては、自動車検査証の写し及び自動車検査証記録事項の写し 

(6)　導入する車両が前条第１項の表(５)に該当する場合にあっては、標

識交付証明書 

(7)　申請者がリース契約により次世代自動車を使用する場合にあって

は、リース契約書の写し 

(8)　国補助金の交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書の写し 

(9)　災害時電源協力車登録の同意書（別記様式第２号） 

(10)　その他市長が必要と認める書類 

２　前項第１号から第４号に規定する書類は、発行日から３月以内のもの

に限る。 

３　第１項に規定する書類の提出期限は、同項第８号の通知書の通知日か

ら起算して１年間とする。 

４　申請者が個人の場合にあっては、電子情報処理組織（市の機関の使用

に係る電子計算機とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電

気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を使用し、電子署名

を行う方法により申請することができる。この場合、申請書並びに第１

項第１号及び同項第９号の書類を省略することができる。 

（補助金の交付決定及び額の確定） 

第５条　市長は前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を

審査し、適当と認めるときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、

廿日市市次世代自動車導入促進補助金交付決定通知書兼額確定通知書

（別記様式第３号）により申請者に通知するものとする。 

２　市長は、前項の補助金の交付の決定を行う場合において、補助金の交

付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。 

３　市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、廿日市市次世代

自動車導入促進補助金不交付決定通知書（別記様式第４号）により申請

者に通知するものとする。 
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（補助金の交付時期） 

第６条　補助金は前条第１項の規定によりその額を確定した後に、交付す

るものとする。 

（補助金の交付手続の特例） 

第７条　規則第２４条の規定に基づき、規則第１２条の規定による実績報

告の手続きは、省略するものとする。 

（補助金の交付決定及び額の確定の取消し） 

第８条　市長は、第５条第１項の規定により補助金の交付決定及び額の確

定を受けた申請者（以下「補助事業者」という。）が次のいずれかに該

当すると認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定の全部又は一部

を取り消すことができる。 

(1)　虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。 

(2)　補助金の交付の条件に違反したとき。 

(3)　その他市長が補助金の使途を不適当と認めたとき。 

２　市長は、前項の規定により補助金の交付決定及び額の確定を取り消し

たときは、廿日市市次世代自動車導入促進補助金交付決定取消通知書兼

額確定取消通知書（別記様式第５号）により補助事業者に通知するもの

とする。 

（書類の整備） 

第９条　補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出についての証拠書類

を整理し、保管しておかなければならない。 

２　前項に規定する証拠書類は、補助金の交付を受けた次世代自動車（以

下「補助対象車両」という。）の初度登録の日から起算して４年の期間

（以下「処分制限期間」という。）を経過した日の属する市の会計年度

の末日まで保管しなければならない。 

（財産の管理及び処分の制限） 

第１０条　補助事業者は、補助対象車両を善良な管理者の注意をもって管

理し、補助金交付の趣旨に従って使用しなければならない。 
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２　補助事業者は、補助事業により導入した次世代自動車については、市

長の承認を受けないで、補助金の趣旨に反して使用し、売却し、譲渡し、

交換し、貸与し、廃棄し、又は担保に供してはならない。ただし、処分

制限期間を経過した時は、この限りではない。 

３　補助事業者は、前項に規定する承認を受けようとするときは、あらか

じめ廿日市市次世代自動車導入促進補助金補助対象財産処分承認申請書

（別記様式第６号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

４　市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべき

と認めたときは、廿日市市次世代自動車導入促進補助金補助対象財産処

分承認通知書（別記様式第７号）により、補助事業者に通知するものと

する。 

（補助金の返還） 

第１１条　市長は、第８条の規定により補助金の交付の決定及び額の確定

の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関

し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、廿日市市次世

代自動車導入促進補助金返還命令書（別記様式第８号）により補助事業

者に返還を命ずるものとする。 

２　市長は、補助事業者が前条第３項の規定による承認を受けて補助対象

車両を処分したときは、補助金の全部又は一部を返還させることができ

る。ただし、その補助対象車両の処分が本人の責めに帰さないやむを得

ない事由によるものとして次のいずれかに該当するときは、この限りで

ない。 

(1)　天災等により走行不能となり補助対象車両を処分したとき。 

(2)　過失の無い事故や故障により走行不能となり補助対象車両を処分

したとき。 

(3)　その他市長が特に必要と認めるとき。 

３　市長は前２項の規定により、補助金の返還を命じられた者又は返還を

求められた者は、市長が当該補助金の返納が完了したことを確認するま

で、新たな補助金の交付を受けることができない。 
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（協力の要請） 

第１２条　市長は、補助事業者に対し、必要に応じて協力を求めることが

できる。 

（雑則） 

第１３条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事

項は、市長が別に定める。 

 


